
報告２ 

 

【専決処分】 

白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

  地方税法施行令の一部改正に伴い、保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税

負担の軽減を図る観点から賦課限度額を見直すため、課税額に係る規定を改正し、併せて

後期高齢者支援金等課税額の限度額の引き上げを行うものです。 

   

２ 改正概要 

（１）第２条 

国民健康保険税の賦課限度額のうち、後期高齢者支援金等課税額を「２０万円」から

「２２万円」に改めるもの。 

（２）第２１条 

本条例第２条の改正に伴い、減額後の賦課限度額を改め、同項第２号及び第３号では、

国民健康保険税の減額の対象となる所得基準を見直すもので、第２号の改正は、５割

減額の対象を拡大するため、軽減判定所得算定の被保険者の数に乗ずべき金額を、２

８万５千円から２９万円に改めるものです。 

第３号の改正は、２割減額の対象を拡大するため、軽減判定所得算定の被保険者の

数に乗ずべき金額を、５２万円から５３万５千円に改めるものです。 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

４ 適用区分 

  この条例による改正後の国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

 

５ 専決処分について 

  本条例の一部改正に当たっては、法令の改正の趣旨に則り条例の一部を緊急に改正する

必要が生じたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和５年３月３１日に専

決処分を行いました。 

このことから、専決処分した本件については、地方自治法第１７９条第３項の規定によ

り４月７日に開催された第２回白井市議会臨時会に報告し、議会の承認を得たものです。 

  



【参考】 

 
○地方自治法（抜すい） 

（長の専決処分） 
第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百三十条ただし書の場合に

おいてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決

すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普

通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六

十二条の規定による副知事又は副市長村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二

第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任

の同意については、この限りではない。 

２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

３ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の議会においてこ

れを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 
４ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を

求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関し

て必要と認められる措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。 
 



報告２  

 

   白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 白井市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第７号）の一部を次

のように改正する。  

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。  

 第２１条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２

号中「２８万５千円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２

万円」を「５３万５千円」に改める。  

 第２１条の２中「第２２条の２」を「第２２条の２第１項」に改

める。  

 第２２条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であること

の事実を証明する書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第 

１９条第３項に規定するものをいう。）」に改める。  

 附則第２項中「第２１条第１項」を「第２１条」に、「同項」を

「同条第１項」に改める。  

 附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第 

２１条第１項の」を「第２１条の」に改める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ この条例による改正後の白井市国民健康保険税条例の規定は、

令和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和

４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  



報告２ 

白井市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第７号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が２２万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２２万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が２０万円を超える場合においては、

後期高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（略） （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が２２万円を超える場合には、 

２２万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超え

る場合には、１７万円）の合算額とする。 

第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の

基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３

項本文の後期高齢者支援金等課税額からウに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が２０万円を超える場合には、 

２０万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額からエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万円を超え

る場合には、１７万円）の合算額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき２９万円  を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が４３万円（納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち

給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得

た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき２８万５千円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属

者１人につき５３万５千円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前２号に該当するものを除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所

得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯に

属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円に

当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属

者１人につき５２万円  を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前２号に該当するものを除く。） 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第２１条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規

定する特例対象被保険者等をいう。第２２条の２第１項において

同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定の適用

第２１条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に規

定する特例対象被保険者等をいう。第２２条の２   において

同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定の適用



については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（第２１条の２に規定する特例対象被保険

者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当

該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって

計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及

び」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者

等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。

次号及び第３号において同じ。）及び」とする。 

については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（第２１条の２に規定する特例対象被保険

者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当

該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって

計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及

び」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者

等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計

算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。

次号及び第３号において同じ。）及び」とする。 

（略） （略） 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２２条の２（略） 第２２条の２（略） 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受

給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）又は雇用保

険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをいう。）

の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならな

い。 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受

給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）その他の特

例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求

められた場合には、これらを提示しなければならない。 

（略） （略） 

附 則 附 則 

（略） （略） 

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに

限る。）の控除を受けた場合における第２１条  の規定の適用

については、同条第１項中「法第７０３条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する

公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によ

って計算した金額から１５万円を控除した金額によるものとす

る。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１２

５万円」とする。 

２ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに

限る。）の控除を受けた場合における第２１条第１項の規定の適

用については、同項   中「法第７０３条の５第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定に

よって計算した金額から１５万円を控除した金額によるものと

する。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあるのは「１

２５万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条及び第２１条の   規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。 

３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条及び第２１条第１項の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株

式等に係る配当所得等の金額」とする。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく ４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく



は特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条及び第２１条の   規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控

除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２１条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

は特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条及び第２１条第１項の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第

１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１

項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第３１条

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」

という。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山

林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに控

除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２１条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

（略） （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式

等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条及び第２１条

の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式

等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条及び第２１条

第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場

株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条及び第

 ２１条の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２１条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場

株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条及び第

 ２１条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２１条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、

譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条及び第２１条

の   規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、

譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条及び第２１条

第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中



「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得

又は雑所得を有する場合における第３条及び第２１条の   

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得

又は雑所得を有する場合における第３条及び第２１条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条

第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規

定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第２１条の   規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得

金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条

第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及

び第２１条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の

合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計

額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２１条第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

利子等の額」とする。 

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第１２条

第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規

定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一

時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条

及び第２１条第１項の規定の適用については、第３条第１項中

「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所得

金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条

第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用す

る場合を含む。）に規定する特例適用利子等の額（以下この条及

び第２１条第１項において「特例適用利子等の額」という。）の

合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計

額（」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２１条第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

利子等の額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１１ 世帯主又はその世帯に属する白井市国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項

に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例

適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等

に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２１条の   規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１

２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第２１条第１項

において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条

１１ 世帯主又はその世帯に属する白井市国民健康保険の被保険

者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する

相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項

に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する特例

適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等

に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第２１条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とある

のは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１

２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用配当等の額（以下この条及び第２１条第１項

において「特例適用配当等の額」という。）の合計額から法第３

１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条



第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用配当等の額」と、第２１条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とす

る。 

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用配当等の額」と、第２１条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とす

る。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条及び

第２１条の   規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４

６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条及び

第２１条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規

定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子

等の額」と、第２１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１０項に規定する条約適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条及び第２１条の   

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配

当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用

配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２

１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額」とする。 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得

及び雑所得を有する場合における第３条及び第２１条第１項の

規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に

関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配

当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用

配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２

１条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定

する条約適用配当等の額」とする。 

（略） （略） 

 


